
○高浜市女性文化センターの管理及び運営に関する規則 

平成７年３月２９日 

教委規則第２号 

改正 平成１０年３月３０日教委規則第８号 

平成１０年９月２１日教委規則第１６号 

平成１３年３月３０日教委規則第４号 

平成１４年３月２９日教委規則第５号 

平成１７年１０月２０日教委規則第６号 

平成２０年９月３０日教委規則第８号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、高浜市女性文化センターの設置及び管理に関

する条例（平成７年高浜市条例第１５号。以下「条例」という。）

第１４条の規定に基づき、高浜市女性文化センター（以下「文化

センター」という。）の管理及び運営に関し必要な事項を定める

ものとする。 

（平１４教委規則５・平１７教委規則６・平２０教委規則

８・一部改正） 

（利用時間） 

第２条 文化センターの利用時間は、午前９時から午後１０時まで

とする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、これ

を変更することができる。 

（休館日） 

第３条 文化センターの休館日は、１月１日から３日まで及び１２

月２９日から３１日までとする。ただし、教育委員会が必要があ

ると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することがで

きる。 

（平１０教委規則８・全改、平１３教委規則４・一部改正） 

（利用の許可等） 

第４条 条例第４条第１項の規定により文化センターの利用の許可

を受けようとする者は、利用しようとする日の前７日から３月ま

での間に、高浜市立公民館の管理及び運営に関する規則（昭和５

５年高浜市教育委員会規則第６号。以下「公民館規則」という。）

に定める高浜市教育施設利用許可申請書を教育委員会に提出しな

ければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認め

るときは、この限りでない。 



２ 教育委員会は、前項の許可をしたときは、公民館規則に定める

高浜市教育施設利用許可書を申請者に交付するものとする。 

３ 文化センターの利用の許可を受けた者（以下「利用者」という。）

は、文化センターを利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸して

はならない。 

（利用許可の変更及び取消し） 

第５条 利用者は、許可事項を変更し、又は取り消そうとするとき

は、公民館規則に定める高浜市教育施設利用変更許可申請書又は

高浜市教育施設利用取消承認申請書に前条第２項の許可書を添付

して教育委員会に提出し、その許可又は承認を受けなければなら

ない。 

（利用後の原状回復） 

第６条 利用者は、文化センターの利用を終了し、又は中止したと

きは、利用した施設及び備品を原状に復しておかなければならな

い。 

（遵守事項） 

第７条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(１) 他人の迷惑になる行為をしないこと。 

(２) 施設及び備品を大切に取り扱うこと。 

(３) 許可なく物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしな

いこと。 

(４) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。 

（指定管理者に関する規定の適用） 

第８条 条例第１１条第１項の規定により指定管理者に文化センタ

ーの管理を行わせる場合においては、第２条ただし書及び第３条

ただし書中「教育委員会が必要があると認めるときは」とあるの

は「教育委員会及び条例第１１条第１項に規定する指定管理者は、

必要があると認めるときは、協議により」と、第４条及び第５条

中「教育委員会」とあるのは「条例第１１条第１項に規定する指

定管理者」として、これらの規定を適用する。 

（平１７教委規則６・全改、平２０教委規則８・一部改正） 

（雑則） 

第９条 この規則に定めるもののほか、文化センターの管理及び運

営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

（平１０教委規則１６・一部改正） 



附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成７年４月１日から施行する。 

（高浜市レディースサロンの管理及び運営に関する規則の廃止） 

２ 高浜市レディースサロンの管理及び運営に関する規則（平成４

年高浜市教育委員会規則第１１号）は、廃止する。 

附 則（平成１０年教委規則第８号） 

この規則は、平成１０年４月１日から施行する。 

附 則（平成１０年教委規則第１６号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１３年教委規則第４号） 

この規則は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則（平成１４年教委規則第５号） 

この規則は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年教委規則第６号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年教委規則第８号） 

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

 


